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 本規定は、理事・監事、評議員、評議員選任・解任委員が、その職にある

ことに対して及び、その会議に出席するに当たっての報酬等について規定す

る。 

 

第１条 理事・監事への報酬 

１ 理事長及び業務執行理事の報酬は年棒とし、報酬額は理事会の提案

により評議員会において決定する。職員理事に関しては、職員就業規則

及び給与等支給要領に定められた給与を支払う。 

２ 非常勤理事、監事の報酬は無報酬とする。 

３ １７時以降に開始する会議出席者に対し、夕食代として１５００円

支給する。 

４ 交通費実費（自宅から開催場所間の距離に応じ 1Km 当たり２０円）

を支給する。但し、職員兼務理事については休日に出勤した場合のみ支

給する。 

 

第２条 評議員への報酬 

１ 無報酬とする。 

２ １７時以降に開始する会議出席者に対し、夕食代として１５００円支

給する。 

３ 交通費実費（自宅から開催場所間の距離に応じ 1Km当たり２０円）を

支給する。 

 

第３条 評議員選任・解任委員への報酬 

１ 無報酬とする。 

２ 交通費実費（自宅から開催場所間の距離に応じ 1Km当たり２０円）を

支給する。但し、職員兼務委員については休日に出勤した場合のみ支給

する。 

 

 

以上 

２０１７年６月１５日制定 
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